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１月１８日、当協会のアジア青年平和交流事業の認定事業である長崎外国語大学国際交流サロンチームのイ

ベント「Sweets Champion！（スイーツ・チャンピオン！）」が同大学で開催されました。 

これは、留学生と日本人の若者が一緒になって、いろいろな国のスイーツ（お菓子）を作ったり、食べた

りしながら国際交流を深めていこうというもので、留学生や日本の大学生・高校生、一般の方、あわせて約

８０名が参加しました。 

午前の第一部では、参加者が９つのテーブルに分かれ、

アメリカ、中国、台湾、韓国などの各国のスイーツづくり

にチャレンジしました。日本人にとっては珍しいスイーツ

もあり、かなり苦労していたようですが、日本語と外国語

が飛び交う中で楽しそうに調理する姿が見られました。 

午後の第二部では、作ったスイーツを食べながら、参加者

同士でさらに交流を深めていきました。また、台湾、スロバ

キア、ノルウェーの留学生からスピーチや母国を紹介するプ

レゼンテーションや、それぞれの国をテーマにしたクイズ大

会も開かれました。 

この交流イベントは、昨年度に引き続き認定された事業ですが、前回の経験や反省点を踏まえて工夫をこ

らし、より充実したものとなりました。 

当協会では、今後もこのような若者自身が企画、実施する平和・国際交流のための活動を積極的に支援し

ていくことにしています。 

 

 

 

 

当協会継承部会・原爆遺跡研修班が主催する「市民対象碑めぐり」を次のとおり開催します。ぜひ

ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

情報 BOX 2012012012014444....2.2.2.2.3333    

No.No.No.No.161616162222    「長崎市の平和・原爆」 

フェイスブックページはこちら→ 

アジア青年平和交流事業 認定事業 

が開催されました 

開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ    

◆と  き  3 月 9 日（日）10：00～12：00（小雨決行） 

◆集合場所  市営松山陸上競技場入口（松山町電停横） 

※9：50 までにご集合ください。動きやすい服装、歩きやすい靴でお越しください。 

◆コ ー ス  松山町から茂里町までの浦上川沿いに設置された原爆の碑銘板を、被爆者で

ある継承部会員が説明しながら巡ります。 

◆参 加 費  無料（事前の申込みも不要です。直接集合場所へお越しください。） 



 

 

 

当協会に対する個人の皆さまからの寄付金及び会費（維持会費・賛助会費）は、所得税の「税額税額税額税額

控除控除控除控除」の対象となります。平成 25 年中に当協会にご寄付・納付いただきました寄付金及び会費に

つきましては、確定申告時に、「税額控除税額控除税額控除税額控除」もしくは「所得控除所得控除所得控除所得控除」のどちらか有利な方式を選択す

ることができます（下記Ａ・Ｂ参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※確定申告についての詳しいお問い合わせは、お近くの税務署までお尋ねください。 

 確定申告時にＡの税額控除を受けるためには、当協会が発行した「寄付金領収書寄付金領収書寄付金領収書寄付金領収書」「会費領収書会費領収書会費領収書会費領収書」

に加えて、長崎県が発行した「税額控除に係る証明書（写し）税額控除に係る証明書（写し）税額控除に係る証明書（写し）税額控除に係る証明書（写し）」が必要となります。「税額控除に係税額控除に係税額控除に係税額控除に係

る証明書（写し）る証明書（写し）る証明書（写し）る証明書（写し）」は当協会ホームページからダウンロードできるほか、郵送またはＦＡＸにてお

送りいたしますので、必要な方は協会事務局（TEL 095-844-9922）までご連絡ください。 

被爆者健康講話 

次回予告 

第 9 回「正しいムセ方で誤嚥を防ぐ」  長崎大学大学院  東 美穂 先生 

[日時]2 月 20 日（木）14：00～15：00 

[場所]追悼平和祈念館 地下 1 階研究室（長崎会場） 

   福江総合福祉保健センター 研修室（五島会場） 

区区区区 分分分分    事業名事業名事業名事業名    日時日時日時日時    場所場所場所場所    主催者主催者主催者主催者    

主催 
神田香織氏講演会 

「はだしのゲンを語り続けて」 

2 月 9 日（日） 

14：00～15：30 
長崎原爆資料館ホール (公財)長崎平和推進協会 

たくさんのご応募ありがとうございました。ご来場の際は、入場券を忘れずにお持ちください。 

～主催・共催・後援事業などのお知らせ～～主催・共催・後援事業などのお知らせ～～主催・共催・後援事業などのお知らせ～～主催・共催・後援事業などのお知らせ～    

Ａ．税額控除税額控除税額控除税額控除額の算定方法（税額控除制度） 

次の算式により算出された額が、税額控除税額控除税額控除税額控除として所得税から控除されます。 

（ 寄付金合計額 － 2,000 円 ）× 40％ ＝ 税額控除額 

 
Ｂ．所得控除所得控除所得控除所得控除額の算定方法（寄附金控除制度） 

次の算式により算出された額が、所得控除額に算入されます。 

寄付金合計額 － 2,000 円 ＝ 所得控除額 

 

 平成 15 年 7 月に開館し、当協会が運営を行っている国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の年

間（年度）入館者が、本年（平成 25 年度）1 月 28 日に初めて 10 万人に到達しました。 

 昨年 11 月 20 日には、通算入館者が 100 万人に到達し、記念セレモニーを開催したことに続

く祈念館の節目となりました。 

 これもひとえに当協会役員や会員の皆さま、継承部会、国際交流部会、写真資料調査部会、音楽

部会の部会員の皆さまのご支援・ご協力をはじめ、平和案内人の皆さまにたくさんの入館者を案内

していただいたおかげです。今後も追悼平和祈念館が、死没者の追悼と平和を祈念・発信する場と

して、一層認知度が高まるよう館の運営に取り組んでまいります。 

 なお、現在追悼平和祈念館では、企画展「数行の憶い」を開催中です。ぜひお立ち寄りください。 


